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●
指
定
期
間

　

25
年
１
月
11
日
～
30
年
１
月
10
日

●
応
募
資
格

　

町
内
に
活
動
の
本
拠
地
を
置
く（
事

　

業
所
な
ど
を
含
む
）
法
人
そ
の
他

　

の
団
体
で
、
観
光
拠
点
施
設
の
業

　

務
に
精
通
し
、
同
施
設
を
健
全
・

　

円
滑
に
運
営
で
き
る
も
の

※
個
人
で
の
応
募
は
不
可

●
応
募
方
法

　

申
請
書
に
、
事
業
計
画
書
な
ど
を

　

添
え
て
提
出
し
て
く
だ
さ
い
。
詳

　

し
く
は
、
条
例
・
規
則
を
ご
確
認

　

く
だ
さ
い
。（
提
出
先
で
閲
覧
可
）

●
申
請
書
配
布
・
応
募
受
付
期
間

　

９
月
18
日（
火
）～
10
月
31
日（
水
）

※
受
付
時
間
は
、
平
日
の
午
前
８
時

　

30
分
～
午
後
５
時
15
分
で
す
。

●
指
定
管
理
者
の
決
定

　

提
出
さ
れ
た
書
類
を
も
と
に
内
子

　

町
指
定
管
理
者
選
定
委
員
会
で
選

　

定
し
、
内
子
町
議
会
の
議
決
を
経

　

て
決
定（
指
定
）し
ま
す
。

※
書
類
審
査
の
結
果
、
面
接
審
査
を

　

行
う
場
合
が
あ
り
ま
す
。

【
提
出
先
・
問
い
合
わ
せ
】

町
並
・
地
域
振
興
課　

観
光
係

（
内
子
分
庁
内
）

☎
０
８
９
３
（
４
４
）
３
７
９
０

●
施
設
名　

内
子
町
観
光
振
興
拠
点

　

施
設（「
旅た

び
り
あ
ん

里
庵
」）

●
所
在
地　

内
子
３
０
０
番
地

　
（
Ｊ
Ｒ
四
国
内
子
駅
構
内
）

●
指
定
管
理
者
が
行
う
業
務

　

観
光
情
報
提
供
、
特
産
品
紹
介
・

　

物
販
、手
荷
物
預
か
り
、
レ
ン
タ

　

サ
イ
ク
ル
、
施
設
の
管
理
運
営
、

　

そ
の
他
観
光
振
興
に
必
要
な
業
務

●
指
定
管
理
者
へ
の
条
件

▽
内
子
町
観
光
振
興
拠
点
施
設
条
例

　

と
同
規
則
に
基
づ
き
、
正
確
で
的

　

確
な
情
報
提
供
を
行
う
こ
と

▽
開
館
時
間
は
毎
日
、
午
前
９
時
～

　

午
後
５
時
と
し
ま
す
。（
た
だ
し
観

　

光
シ
ー
ズ
ン
以
外
は
、
町
長
の
承

　

認
を
得
て
休
館
と
す
る
こ
と
が
で

　

き
ま
す
。）

内
子
町
観
光
振
興
拠
点
施
設
の

指
定
管
理
者
を
募
集
し
ま
す

　皆さんは「人権」と聞いて、どのようなイメー
ジを持ちますか。「とても大切なもの」「堅苦し
いもの」など、いろいろな印象があるでしょう。
　人権とは、「人間が人間らしく生きるために、
生まれながらに持っている幸福を追及する権
利」です。こう考えると、人権は私たちの日常
生活の中にあって、非常に身近なものであるこ
とが分かります。当然、すべての人に平等に保
障され、いつでも、どこにいても、尊ばれ守ら
れるべきものです。
　しかし実際には、さまざまな人権侵害事件が
発生しています。例えば、子どもへの虐待、高
齢者への虐待や高齢者を狙った詐欺、配偶者な
どからの暴力、生まれた国や地域による差別な
ど……。なぜ、このような痛ましく悲惨な事件
が起こるのでしょうか。
　また「男は仕事、女は家事」といった役割分
担意識、「高齢だから」「障がいがあるから」と

いう狭くて固定化した考え方、東日本大震災に
関連した風評など、予断や偏見によって人権を
傷つけている場合もあります。
　皆さんは、身の回りで人権が守られていない
と感じたことはありませんか。どうすれば、人
権が尊重される社会を築くことができるので
しょう。一番大事なことは、全ての人が互いを
大切にしながら行動することです。そのために
は同和問題をはじめとするあらゆる人権問題を
正しく理解し、身近な人権に気付き、自分のこ
ととして考え、行動できる態度を身に付けるこ
とが重要です。人はみんな「かけがえのない大
切な存在」です。誰もが人権を侵害されること
なく安心して暮らせる豊かな内子町をつくって
いきましょう。
【問い合わせ】
内子町教育委員会　自治・学習課（内子分庁内）
☎０８９３（４４）２１１４

人はみんな「かけがえのない大切な存在」

●
調
査
期
間　

９
月
～
12
月
末
日

●
対
象　

内
子
、城
廻
、五
百
木
、五

　

十
崎
、
大
久
喜

●
調
査
委
託
業
者　

㈱
管
路
管
理

【
問
い
合
わ
せ
】

建
設
デ
ザ
イ
ン
課　

水
道
係

☎
０
８
９
３
（
４
４
）６
１
５
８

　

内
子
町
は
、
水
道
管
の
漏
水
に
よ

る
被
害
を
未
然
に
防
ぐ
た
め
、
毎
年

漏
水
調
査
を
行
っ
て
い
ま
す
。

　

次
の
予
定
で
調
査
を
行
い
ま
す
。

調
査
の
際
に
調
査
員
が
各
家
庭
の
敷

地
内
に
入
る
場
合
が
あ
り
ま
す
が
、

ご
協
力
を
お
願
い
し
ま
す
。

内
子
上
水
道
の
漏
水
調
査
を
行
い
ま
す

●
検
査
日
程
（
10
月
）

【
問
い
合
わ
せ
】

○
産
業
振
興
課（
内
子
分
庁
内
）

☎
０
８
９
３
（
４
４
）
２
１
２
３

○
愛
媛
県
計
量
検
定
所

☎
０
８
９
（
９
４
７
）
４
０
０
１

　

特
定
計
量
器（
は
か
り
）
の
定
期

検
査
を
行
い
ま
す
。

　

取
引
や
証
明
に
、
は
か
り
を
使
用

し
て
い
る
人
は
、
計
量
法
に
よ
り
２

年
に
１
度
の
定
期
検
査
が
義
務
付
け

ら
れ
て
い
ま
す
。
合
格
シ
ー
ル
の
な

い
は
か
り
は
、
原
則
と
し
て
使
用
で

き
ま
せ
ん
。

　

前
回
検
査
を
受
け
た
人
は
、
後
日

通
知
書
が
郵
送
さ
れ
ま
す
の
で
、
指

定
さ
れ
た
日
時
に
受
検
し
て
く
だ

さ
い
。
ま
た
当
日
都
合
が
悪
い
場
合

は
、
お
近
く
の
会
場
で
必
ず
受
検
し

て
く
だ
さ
い
。

　

な
お
ヘ
ル
ス
メ
ー
タ
ー
、
キ
ッ
チ

ン
ス
ケ
ー
ル
な
ど
を
家
庭
内
で
使
用

し
て
い
る
場
合
は
、
検
査
の
必
要
は

あ
り
ま
せ
ん
。

特
定
計
量
器
（
は
か
り
）
定
期
検
査
の
お
知
ら
せ

「旅里庵」の外観

　今年も愛媛ＦＣのマッチタウンゲームが行わ
れます。当日は、特別価格で試合を観戦する
ことができます。みんなで応援しましょう。
●日時　９月30日（日）午後４時キックオフ
●場所　ニンジニアスタジアム（とべ動物園横）
●対戦相手　ジェフユナイテッド千葉
●特別チケット（C席のみ）
　一般＝500円／高校生以下＝無料
※町内在住者に限ります。
※特別チケットは総務課、自治・学習課（内
　子分庁内）、小田支所、各自治センターにあ
　ります。当日は、会場では取り扱っていな
　いため、必ず事前に
　入手し、会場へお持
　ちください。
【問い合わせ】
総務課　広報・広聴係　
☎０８９３（４４）６１５１

●開催日
　９月29日（土）
　　　30日（日）
●場所
　八日市護国伝統的
　建造物群保存地区
●主な催し
・行灯によるライトアップ
・踊りや琴の演奏、月見団子の販売など
●交通規制のお知らせ
　開催日の午後７～９時の間、町並保存地区
で交通規制を行います。ご迷惑をおかけしま
すが、ご協力をお願いします。なお車でお越
しの場合は、町並駐車場をご利用ください。
（開催中は無料）
【問い合わせ】
八日市・護国町並保存センター（火曜日定休）
☎０８９３（４４）５２１２

愛媛ＦＣを応援しよう
９月30日はマッチタウン

月明かりの下で町並み散策

「八日市町並観月会」

ライトアップされた町並み

日

時
間

場
所

１ 

月
午
前
10
時

～
11
時
30
分

Ｊ
Ａ
え
ひ
め
中
央

田
渡
経
済
セ
ン
タ
ー

午
後
１
時

～
２
時
30
分

Ｊ
Ａ
愛
媛
た
い
き

大
瀬
支
所

２ 

火
午
前
10
時
～

午
後
２
時
30
分
内
子
町
林
業

セ
ン
タ
ー

３ 

水
午
前
10
時

～
11
時
30
分

Ｊ
Ａ
え
ひ
め
中
央

参
川
経
済
セ
ン
タ
ー

午
後
１
時

～
３
時

内
子
分
庁

４ 

木
午
前
10
時

～
午
後
３
時

内
子
分
庁

５ 

金
午
前
10
時

～
午
後
３
時

内
子
町
役
場

（
本
庁
）

（　）（　）（　）（　）（　）

（画）愛媛県出身漫画家
能田達規さん
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●
講
師
（
第
１
・
２
回
担
当
）

　
　
　
　
　
　
　　

土
肥
健た

け
お夫
さ
ん

　
　
　
　
　
　
　
　
（
㈱
事
業
開
発

　
　
　
　
　
　
　
　

推
進
機
構
代
表

　
　
　
　
　
　
　
　

取
締
役
。
東
京

　
　
　
　
　
　
　
　

都
出
身
。
近
時

　

は
ア
メ
リ
カ
で
の
シ
テ
ィ
・
マ
ネ

　

ジ
メ
ン
ト
研
究
実
績
を
生
か
し
、

　

中
心
市
街
地
活
性
化
関
連
業
務
に

　

力
を
注
ぐ
）

【
申
込
・
問
い
合
わ
せ
】

町
並
・
地
域
振
興
課　

観
光
係

（
内
子
分
庁
内
）

☎
０
８
９
３
（
４
４
）
３
７
９
０

　

内
子
ら
し
い
文
化
や
も
の
づ
く

り
を
総
括
し
、
い
か
に
流
通
さ
せ
る

デ
ザ
イ
ン
に
し
て
い
く
か
を
考
え
ま

す
。
講
座
は
全
５
回
で
、
初
回
は
10

月
に
開
催
し
ま
す
。
関
心
の
あ
る
皆

さ
ん
、
ぜ
ひ
ご
参
加
く
だ
さ
い
。

　

な
お
こ
の
研
究
会
は
、
㈶
中
小
企

業
総
合
研
究
機
構
の
支
援
を
受
け
て

町
が
開
催
し
ま
す
。

《
第
１
回
》

●
日
時　

10
月
23
日（
火
）
午
後
３

　

時
～
午
後
５
時
30
分

●
場
所　

内
子
自
治
セ
ン
タ
ー

●
申
込
締
め
切
り　

10
月
22
日（
月
）

内
子
の
文
化
・
も
の
づ
く
り
を
ブ
ラ
ン
ド
に

「
内
子
流
儀
デ
ザ
イ
ン
研
究
会
」
の
ご
案
内

●「死亡届」の提出が必要です
　年金を受け取る権利（受給権）は、本人が死
亡するとなくなります。このため受給権者が亡
くなったときは、「死亡届」の提出が必要です。
届け出が遅れると、年金を受け取り過ぎて、後
から返還しなければならなくなることもありま
すので、ご注意ください。
●未支給年金があるときは請求手続きを
　亡くなった人に、まだ受け取っていない年金
（未支給年金）があるときは、死亡時に生計を同
じくしていた遺族からの請求によって、年金が
支払われます。
○請求できる遺族と順位
　受給者と生計を同じくしていた遺族で、１．
　配偶者、２．子、３．父母、４．孫、５．祖父母、
　６．兄弟姉妹の順に請求できます。
○請求できる年金
　受給者が亡くなった月までの年金

例１）９月に亡くなった場合
…８月の年金支給日に６・７月分が振り込まれ
　ているので、残りの８・９月分を請求するこ
　とになります。
※９月下旬に亡くなり、10月の年金支給日に
　８・９月分が振り込まれた場合も、正式にそ
　の年金を受け取るには手続きが必要です。
例２）10月に亡くなった場合
…10月の年金支給日に８・９月分が振り込ま
　れているときは10月分を、８・９月分が振
　り込まれなかった場合は８～ 10月分を請求
　することになります。

【問い合わせ】
○住民課　国民年金係
☎０８９３（４４）６１５２
○松山西年金事務所
☎０８９（９２５）５１０５

年金受給者が亡くなったときは

●
開
催
日　

10
月
６
日（
土
）・
７
日

　
（
日
）、
27
日（
土
）・
28
日（
日
）

●
内
容

　

農
林
産
物
の
販
売
、
観
光
案
内
、

　

や
ぐ
ら
餅
つ
き（
か
ら
り
）、
小
田

　

の
釜
揚
げ
う
ど
ん（
せ
せ
ら
ぎ
）プ

　

レ
ゼ
ン
ト
な
ど

【
問
い
合
わ
せ
】

産
業
振
興
課（
内
子
分
庁
内
）

☎
０
８
９
３
（
４
４
）
２
１
２
３

　

３
年
目
と
な
る
内
子
フ
ェ
ア
を
、

東
京
都
豊
島
区
の
巣
鴨
地
蔵
通
り
商

店
街
で
開
き
ま
す
。

　

町
内
産
の
安
全
・
安
心
な
農
林
産

物
の
販
売
や
観
光
案
内
な
ど
を
通
し

て
、
内
子
町
の
良
さ
を
発
信
し
、
新

た
な
フ
ァ
ン
づ
く
り
を
目
指
し
ま

す
。
東
京
近
郊
に
お
住
ま
い
の
知
り

合
い
の
皆
さ
ん
に
、
ぜ
ひ
声
を
お
掛

け
く
だ
さ
い
。

内
子
フ
ェ
ア
の
Ｐピ

ー
ア
ー
ルＲ
に
ご
協
力
く
だ
さ
い
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